
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年９月１日 

鎌ケ谷市教育委員会 
 

 

学習用端末（Chromebook）を 

持ち帰ったときの使い方ルール 



学習用端末（Chromebook）を持ち帰ったときの使い方ルール 

 

学習用端末（Chromebook）はみなさんの学習に役立てるための道具です。家で

も学校と同じ学習ができると、家庭学習をはじめ、休校時や非常時にも役立ちます。 

たいへん便利な道具ですが、心配されることもたくさんあります。そのため、  

『学習用端末（Chromebook）を持ち帰ったときの使い方ルール』を定めました。

みなさんでこのルールを守り、学習用端末（Chromebook）を「安心・安全・快適」

に活用していきましょう。 

 

 

１ 目的 

学校で貸し出す学習用端末（Chromebook）は、学習活動のために使うことが  

目的です。学習活動に関わること以外に使ってはいけません。 

 

２ 使うとき 

（１）家庭以外では使用しません（外では使用しません）。 

（２）登下校中は、学習用端末（Chromebook）をカバンから出しません。 

（３）学習用端末（Chromebook）の使用前と使用後には、せっけんで手指を 

   しっかり洗いましょう。 

（４）なくしたり、ぬすまれたり、落としてこわしたりしないように、 

十分に気をつけます。 

（５）持ったまま走ったり、地面に置いたりしません。 

（６）カバンの下に置いたり、カバンの底に入れたりしません。 

（７）水をかけたり、湿気の多いところでは使いません。 

また、日光の下やストーブの近くなどには置きません。 

（８）えんぴつやタッチペン以外のペンでふれたり、落書きしたり、 

磁石を近づけるなどは絶対にしません。 

（９）設定を勝手に変えません。 

 

３ 保管について 

家庭での保管場所は家の人と決めます。また、家の人の目の届くところに置き  

ます。 

 

 



４ 健康・安全な使用のために 

（１）使用するときは、正しい姿勢で、画面に近づきすぎないよう気を付けます。 

（２）30 分に一度は遠くの景色を見るなど、ときどき目を休ませます。 

（３）学習に関係ないウェブサイトにアクセスしません。 

インターネット接続記録が残りますので、注意してください。 

（４）インターネットには制限がかけられていますが、もしもあやしいサイトに 

入ってしまったときはすぐに、家の人に伝えます。 

（５）使用する時間は家の人とよく話し合い、長時間使用せず、細かく休けいを 

しながら使います。 

 

５ 個人情報について 

（１）自分の学習用端末（Chromebook）を他の人に貸したり、 

使わせたりしません。 

（２）自分や他の人の個人情報（名前、住所、電話番号、写真など）は、 

インターネット上にあげません。 

（３）相手を傷つけたり、いやな思いをさせたりすることは書き込みません。 

（４）ID、パスワードは、他の人に分からないよう、自分できちんと管理します。 

（５）カメラで撮影をするときは、撮影する相手の許可をもらいます。 

 

６ データの保存について 

学習用端末（Chromebook）で作ったデータやインターネットから取り込んだ  

データ（写真や動画など）は、学習活動で先生が許可したものだけ保存します。 

 

７ 不具合や故障などしたとき 

（１）家庭でこわれたり、なくしたりした時は学校に電話します（土日・祝日除く）。 

（２）故障・破損・紛失における事由によっては、修理代等の費用を負担して 

いただく場合があります。 

 

８ 使用の制限について 

以上の『学習用端末（Chromebook）を持ち帰ったときの使い方ルール』を   

守ることができない場合は、学習用端末（Chromebook）を使うことを認める

ことはできません。 
 

※ このルールは必要に応じて変更することがあります。 



 

保護者の皆様へ 

鎌ケ谷市では、令和２年度からＧＩＧＡスクール構想に係る  

１人１台端末の活用を開始しました。 

この端末（Chromebook）は、鎌ケ谷市から児童・生徒へ貸与

するもので、転出時や卒業時に返却となります。端末と児童・生徒

アカウントは紐づけされており、導入されている各種アプリ    

ケーションは、この端末でのみ使用することが可能です。 

小学校では６年間、中学校では３年間、同じ端末を使い、卒業生

が使用していた端末は、データを初期化して、新１年生が使うこと

になります。 

御家庭で使用する際は、各御家庭の通信環境を使わせていただく

こととなります。学校での活動も併せ、端末等貸出機器の故障や 

破損、紛失した場合は、事由によっては修理代等の費用を負担して

いただく場合がございます。取り扱いには十分に御注意いただき 

ますよう、御協力をお願いいたします。  

学習用端末は、たいへん便利な道具ですが、心配されることも 

たくさんあります。お子様一人ひとりが、御家庭で正しく端末を 

活用するために、「学習用端末（Chromebook）を持ち帰ったとき

の使い方ルール」をお子様と一緒に御確認いただき、保護者の皆様

も内容について御理解いただきますようお願いいたします。 
 

 


